
狂犬病対応ガイドライン２００１

―狂犬病発生の疑いがある場合の対応手引書―

（はじめに）

現在、国内では狂犬病の発生報告がない。これは、1950年に制定された「狂

犬病予防法」により犬の狂犬病対策が強力に推進された結果である。法律が施

行された1950年には犬の狂犬病が1000例ほど報告されていたが、これ以後著し

くその数が減り1956年の６頭を最後に現在まで１例も狂犬病の報告がない。一

方、国内で犬の咬傷を受けて狂犬病となった人の報告例は1954年の１件を最後

に報告がないが、海外で犬の咬傷を受けて帰国後に狂犬病を発症して死亡した

例が1970年に報告されている。

海外では、現在年間4-5万人もの人が狂犬病で命を落としており、世界中の多くの

国々が狂犬病流行国である。隣国であるアジア諸国ではいまだに犬の狂犬病を制圧

しておらず、欧米、南米、アフリカでは犬以外にキツネ、アライグマ、スカンク、コ

ヨーテ、コウモリ、マングースといった野生動物に狂犬病が流行して大きな問題とな

っている。流通の国際化により国外との行き来が頻繁となった日本において、人や

動物の移動により海外から国内に狂犬病が持ち込まれることも決して否定できない。

先般、「狂犬病発生時の行政機関等の対応ガイドライン作成に関する研究（注）」

が行われ、「狂犬病対応ガイドライン」原案となる「狂犬病発生の疑いのある場

合の対応手引書案」が報告された。

「手引書案」では、国内で狂犬病が発生した又は発生した疑いのある際の最も

望ましい「対応手順及び事項」が示された。また、同時に、現時点ではその実

施に困難もあると考えられる事項が、「課題とその解決のための検討事項」とし

て提示され、将来、より的確な対策となるよう、これらについて議論を継続し

ていくことが提案された。

また、同じく研究報告では、「手引書案」をもとに「ガイドライン」を作成す

るに際し、１）「手引書案」に対する意見聴取を関係機関等から行う必要がある

こと、２）作成されたガイドラインは定期的に改訂が行われる必要があること、

３）ガイドラインの作成・改訂等について関係機関等に幅広く周知される必要

があることが指摘された。



これらを踏まえ、地方自治体等関係機関から意見を聴取し「手引書案」の一部改

訂を行ったうえで、今般、結核感染症課で「狂犬病対応ガイドライン２００１」を

作成したところである。今後は、我が国の状況に一層即したガイドラインとすべく、

寄せられた意見をもとに定期的な改訂を行ってまいりたい。

なお、本ガイドラインは、狂犬病発生が疑われる場合の対応について基本的

な考え方を提示したものである。関係機関にあっては、それぞれの実情を踏ま

え、本書をもとにより実践的な手引書を作成していただければ幸いである。
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